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当
院
に
好
酸
球
性

副
鼻
腔
炎
を
有
し
定

期
的
に
鼻
茸
摘
出
術

を
行
っ
て
い
る
患
者

が
い
る
。
手
術
予
約

日
に
来
院
さ
れ
ず
問
い
合
わ
せ
た

と
こ
ろ
、
夜
中
に
喘
息
発
作
を
起

こ
し
救
急
病
院
へ
入
院
し
た
と
の

こ
と
。
後
で
経
緯
を
伺
う
と
、
感

冒
に
な
り
市
販
薬
を
購
入
。
ロ
キ

ソ
ニ
ン
を
服
用
し
た
た
め
喘
息
の

重
積
発
作
を
誘
発
し
た
と
い
う
。

ま
た
別
に
、
花
粉
症
や
ア
レ
ル
ギ

ー
性
鼻
炎
に
頻
繁
に
使
わ
れ
る
ア

レ
グ
ラ
は
服
用
し
て
も
眠
気
を
起

こ
す
こ
と
は
少
な
い
が
、
夜
間
覚

醒
（
不
眠
症
）
に
な
っ
た
症
例
を

数
例
経
験
し
た
▼
自
維
政
権
は
こ

れ
ら
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
の
あ
る
処
方
薬
の

保
険
外
し
を
企
み
、
ま
ず
は
特
別

負
担
を
課
そ
う
と
し
て
い
る
。
保

険
か
ら
外
れ
て
し
ま
え
ば
、
保
険

料
を
支
払
っ
て
い
て
病
気
で
治
療

の
必
要
が
あ
っ
て
も
、
薬
代
を
自

費
で
賄
う
こ
と
に
な
る
。
医
院
の

受
診
控
え
が
起
き
、
市
販
の
解
熱

剤
を
薬
店
で
購
入
し
、
解
熱
剤
の

危
険
な
副
反
応
が
拡
大
し
た
り
、

マ
ク
ロ
ラ
イ
ド
系
抗
生
剤
と
併
用

禁
忌
薬
剤
の
事
故
や
、
感
染
症
の

拡
大
も
起
こ
り
得
る
▼
こ
れ
を
進

め
る
維
新
の
会
は
国
保
料
逃
れ
の

議
員
の
巣
窟
。
代
表
の
吉
村
大
阪

府
知
事
は
コ
ロ
ナ
禍
の
時
、
全
く

科
学
的
根
拠
も
な
く
、
イ
ソ
ジ
ン

含
嗽
薬
で
予
防
で
き
る
と
主
張
し

た
。
人
間
の
作
る
化
学
物
質
は
体

内
に
入
る
異
物
で
あ
り
、
と
く
に

安
全
性
が
重
視
さ
れ
る
。
専
門
外

の
政
治
家
で
な
く
、
国
家
資
格
を

有
す
る
医
師
・
薬
剤
師
に
委
ね
る

べ
き
で
あ
る
▼
保
険
料
を
支
払
っ

て
い
る
の
に
薬
代
を
自
費
で
払
う

よ
う
で
は
公
的
保
険
と
は
言
え
な

い
。
保
険
料
軽
減
効
果
も
少
な

い
。
公
的
保
険
制
度
を
壊
す
つ
も

り
か
？　

強
大
な
虎
（
自
民
党
）

に
擦
り
寄
る
狐
（
維
新
）、
共
に

政
権
与
党
の
資
格
が
な
い
（
鼻
）

２０２６年(令和８年)３月１５日(毎月３回５・15・25日発行) 第２１２８号（１）
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2026年度診療報酬改定2026年度診療報酬改定
特集ページ特集ページ

署名にご協力ください！署名にご協力ください！

「「ロキソニンやアレグラなどロキソニンやアレグラなど
　薬の追加負担は　薬の追加負担は
 やめてください」 やめてください」

今 　 号 　の　記　事今 　 号 　の　記　事
審査対策部だより
「2024年度の指導の実施状況」

税経部より「医療分野の賃上げ支援」

５面

５面

８面研
面
究 歯科定例研究会より「歯周組織
再生療法を成功に導くために」

署名用紙のお申込み・お問い合わせは、☎078－393－1807まで

協会ウェブサイト内に開設中！
改定研究会の詳細やQAなど
最新情報は右の二次元コードから

オンライン署名は
こちらから

「OTC類似薬」保険外し・75歳以上の窓口負担に「金融所得」…政
策
解
説皆保険解体の医療改悪法案

◆小児のアトピー性皮膚炎患者
・ 10歳児（国民平均所得
の家庭）。自治体の子
ども医療費助成により
窓口負担は実質無料

・ 状況：アトピー性皮膚 
炎の継続治療のため、OTC類似薬に指定
されるヘパリン類似物質（保湿剤）を月
に5,000円分（10割換算）処方

●負担額の変化（月額の薬剤費）
・ 現在：自治体の助成により、窓口負担は
０円

・ 新制度（OTC類似薬の一部保険外化）：
薬剤費の「４分の１（25％）」である
1,250円が保険適用外（全額自己負担）
となり、自治体の助成対象外に

◆高齢者の慢性疾患患者
・ 75歳（単身）。基礎年金・厚生年金で年額180万
円。株式運用による配当所得（源泉徴収ありの特
定口座）が年30万円

・ 状況：高血圧の降圧剤と、慢性的な腰痛のための湿布薬（OTC類似
薬）を月4,000円分（10割換算）処方。月の総医療費は３万円

●負担額の変化（月額）
・ 現在の制度：収入は年金180万円のみで判定するため、窓口負担は
１割

　 総医療費３万円　×　１割＝自己負担3,000円
・ 新制度（金融所得の強制合算＋OTC外し）：配当所得30万円が合算
され、所得合計210万円となり、基準（200万円）を超え「２割負
担」へ

・ 湿布の保険外部分（4,000円の25％）＝1,000円（全額自己負担）
・ 残りの医療費（３万円－1,000円＝２万9,000円）×２割＝5,800円
・ 合計窓口負担＝6,800円

薬剤費が無料から薬剤費が無料から
毎月毎月11,,250250円円、、年間１万年間１万55,,000000円円
 負担増に負担増に!!!!!!

毎月の窓口支払いが毎月の窓口支払いが33,,000000円から円から66,,800800円へ円へ
 約約22..2727倍（年間約４万倍（年間約４万55,,600600円増）に円増）に!!!!!!

　政府・与党が2026年３月上旬に提出予定の「医療保険制度改革関連法案」は、少子化対策や財政健全
化の名の下、国民皆保険制度の根幹を解体し、患者への負担転嫁を加速させるものである。本法案に含
まれる各制度の改変内容を、批判的に検証したい。

皆
保
険
を
空
洞
化
さ
せ
る

皆
保
険
を
空
洞
化
さ
せ
る

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
外
し

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
外
し

　

ま
ず
、
問
題
視
す
べ
き
は
、
市

販
薬
（
Ｏ
Ｔ
Ｃ
）
と
成
分
が
類
似

す
る
医
療
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、

薬
剤
費
の
４
分
の
１
（
25
％
）
を

全
額
患
者
負
担
と
す
る
「
一
部
保

険
外
療
養
」
の
創
設
で
あ
る
。

　

湿
布
薬
、
ヘ
パ
リ
ン
類
似
物
質

な
ど
の
保
湿
剤
、
ビ
タ
ミ
ン
剤
、

抗
ア
レ
ル
ギ
ー
薬
、
漢
方
薬
な

ど
、
約
77
成
分
・
１
１
０
０
品
目

が
対
象
と
な
る
見
込
み
。
患
者

は
、
ま
ず
薬
剤
費
の
25
％
を
自
己

負
担
と
し
て
支
払
い
、
残
り
の
75

％
に
対
し
て
従
来
の
１
〜
３
割
負

担
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
、
負
担

は
大
幅
に
増
大
す
る
。

　

健
康
保
険
法
附
則
第
２
条
は
、

療
養
の
給
付
の
割
合
に
つ
い
て
将

来
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の

と
定
め
て
い
る
。
一
部
を
保
険
外

と
す
る
手
法
は
、
こ
の
法
の
精
神

を
骨
抜
き
に
す
る
措
置
で
あ
り
、

国
民
皆
保
険
制
度
の
形
骸
化
を
意

味
す
る
。
さ
ら
に
、
医
師
が
医
学

的
知
見
に
基
づ
き
治
療
に
不
可
欠

と
判
断
し
て
処
方
し
た
薬
に
経
済

的
負
担
を
強
い
て
、
そ
の
使
用
を

控
え
さ
せ
る
こ
と
は
、
実
質
的
な

処
方
権
の
制
限
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
適
切
な
初
期
治
療
が
阻
害
さ

れ
、
結
果
的
に
重
症
化
を
招
く
リ

ス
ク
が
極
め
て
高
い
。

　

こ
の
制
度
改
悪
の
背
景
に
は
、

自
民
党
と
日
本
維
新
の
会
に
よ
る

連
立
合
意
が
あ
る
。
昨
年
12
月
19

日
の
両
党
の
政
調
間
合
意
の
文
書

に
記
さ
れ
た
試
算
は
、
４
分
の
１

の
特
別
徴
収
を
し
た
場
合
は
５
３

０
０
億
円
の
削
減
効
果
が
見
込
ま

れ
る
一
方
、
完
全
な
自
己
負
担

（
10
割
負
担
）
へ
と
移
行
し
た
場

合
に
は
２
兆
円
も
の
削
減
が
見
込

ま
れ
る
と
弾
き
出
し
て
い
る
の

だ
。
今
後
、
対
象
品
目
が
際
限
な

く
拡
大
さ
れ
、
全
額
自
己
負
担
へ

と
引
き
上
げ
ら
れ
る
シ
ナ
リ
オ
が

敷
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

高
齢
者
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
な
る

高
齢
者
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
な
る

7575
歳
以
上
の
金
融
所
得
の
反
映

歳
以
上
の
金
融
所
得
の
反
映

75
歳
以
上
の
窓
口
負
担
割
合
の

判
定
に
、
上
場
株
式
の
配
当
な
ど

の
「
金
融
所
得
」
を
合
算
す
る
措

置
も
深
刻
な
問
題
を
孕
ん
で
い

る
。
金
融
機
関
に
法
定
調
書
の
オ

ン
ラ
イ
ン
提
出
を
義
務
付
け
、
こ

れ
ま
で
申
告
不
要
と
さ
れ
て
い
た

特
定
口
座
の
資
産
捕
捉
を
徹
底
す

る
方
針
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
応
能
負
担
の
原
則
を

追
求
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
金
融
所

得
は
税
や
保
険
料
に
こ
そ
反
映
さ

せ
る
べ
き
で
あ
る
。
窓
口
負
担
に

資
産
を
連
動
さ
せ
る
設
計
は
、
病

気
や
け
が
で
医
療
を
必
要
と
す
る

者
か
ら
多
く
徴
収
す
る
と
い
う
不

合
理
な
も
の
で
あ
る
。

　

資
産
に
よ
る
負
担
の
公
平
性
を

語
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
現
役

世
代
を
含
め
た
全
世
代
で
金
融
所

得
を
、
保
険
料
や
税
体
系
に
一
元

的
に
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
を
構
築

す
る
の
が
筋
で
あ
る
。

経
営
実
態
を
無
視
し
た

経
営
実
態
を
無
視
し
た

出
産
費
用
の
保
険
収
載

出
産
費
用
の
保
険
収
載

　

少
子
化
対
策
の
目
玉
と
さ
れ
る

出
産
費
用
（
正
常
分
娩
）
の
26
年

度
か
ら
の
保
険
適
用
化
に
つ
い
て

も
、
経
営
実
態
を
無
視
し
た
「
低

単
価
」
へ
の
懸
念
が
拭
え
な
い
。

　

現
在
の
日
本
に
お
け
る
出
産
費

用
は
、
東
京
都
で
平
均
約
60
万
円

超
、
地
方
は
40
万
円
台
と
大
き
な

格
差
が
あ
る
。
一
方
で
米
国
で
は

平
均
１
０
０
万
〜
２
０
０
万
円
を

超
え
る
の
が
一
般
的
だ
。

　

日
本
産
婦
人
科
学
会
や
日
本
産

婦
人
科
医
会
は
、
一
律
料
金
に
よ

る
産
科
医
療
の
質
の
低
下
を
懸
念

し
、
24
時
間
体
制
の
維
持
費
や
人

件
費
を
適
切
に
評
価
し
た
高
い
点

数
設
定
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、

日
本
医
師
会
は
中
規
模
診
療
所
の

分
娩
経
費
が
１
件
あ
た
り
70
〜
75

万
円
に
達
す
る
と
の
試
算
を
示

し
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
十
分
な
給

付
水
準
を
要
望
し
て
い
る
。

　

政
府
が
財
政
抑
制
の
た
め
に
全

国
一
律
の
低
い
単
価
を
強
行
す
れ

ば
、
産
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
経
営
は

一
気
に
破
綻
し
か
ね
な
い
。

「
長
瀬
効
果
」を
悪
用
し
た

「
長
瀬
効
果
」を
悪
用
し
た

高
額
療
養
費
の
改
悪

高
額
療
養
費
の
改
悪

　

ま
た
、
26
年
度
予
算
案
に
盛
り

込
ま
れ
た
高
額
療
養
費
制
度
の
上

限
額
引
き
上
げ
計
画
で
は
、
所
得

区
分
が
細
分
化
さ
れ
、
例
え
ば
、

現
行
の
「
年
収
約
３
７
０
万
か
ら

７
７
０
万
円
」
の
中
間
所
得
層
は

３
段
階
に
分
割
さ
れ
、
月
額
負
担

上
限
が
現
行
の
約
８
万
円
か
ら
、

所
得
に
応
じ
て
約
８
万
５
千
円
、

約
９
万
８
千
円
、
約
11
万
円
へ
と

大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

　

自
己
負
担
が
増
え
れ
ば
患
者
が

受
診
を
控
え
る
と
い
う
「
長
瀬
効

果
（
価
格
弾
力
性
）」
を
、
政
府

が
こ
の
予
算
削
減
の
根
拠
に
据
え

て
い
る
点
は
人
道
的
に
看
過
で
き

な
い
。
自
己
負
担
が
高
く
な
っ
た

か
ら
治
療
を
止
め
る
と
い
う
患
者

の
悲
痛
な
受
診
抑
制
を
「
政
策
効

果
」
と
し
て
予
算
に
織
り
込
む
姿

勢
は
、
命
を
預
か
る
厚
生
労
働
行

政
と
し
て
極
め
て
不
適
切
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

署
名
に
協
力
を

署
名
に
協
力
を

　

協
会
・
保
団
連
は
、
患
者
の
命

と
健
康
を
脅
か
す
負
担
増
の
中
止

を
求
め
、
薬
の
追
加
負
担
を
中
心

に
国
会
に
向
け
た
請
願
署
名
運
動

を
広
げ
て
い
る
（
左
）。
一
人
で

も
多
く
の
会
員
が
請
願
署
名
に
賛

同
し
、
と
も
に
声
を
上
げ
る
こ
と

を
強
く
訴
え
た
い
。

【実態シミュレーション】改悪案は患者の家計をどう破壊するか
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２
月
８
日
投
開
票
の
第
51
回
衆

議
院
総
選
挙
で
、
自
民
党
は
３
１

６
議
席
を
獲
得
し
、
衆
院
定
数
４

６
５
の
３
分
の
２
を
単
独
で
超
え

た
。
参
院
で
否
決
・
修
正
さ
れ
た

法
案
の
再
可
決
が
可
能
と
な
り
、

政
権
の
立
法
主
導
権
は
決
定
的
に

強
化
さ
れ
た
。
一
方
で
比
例
得
票

率
は
36
％
台
に
と
ど
ま
り
、
議
席

占
有
率
と
の
間
に
大
き
な
乖
離
が

生
じ
た
。
と
り
わ
け
小
選
挙
区
で

は
、
得
票
約
５
割
で
８
割
超
の
議

席
を
占
め
る
な
ど
、
現
行
選
挙
制

度
が
「
多
数
」
を
増
幅
す
る
構
造

が
改
め
て
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

　

今
回
の
圧
勝
は
、
突
然
の
解
散

と
短
期
日
程
の
も
と
、
政
策
論
争

が
十
分
に
深
ま
ら
な
い
ま
ま
進
ん

だ
選
挙
戦
の
結
果
で
も
あ
る
。
消

費
税
、
社
会
保
障
、
防
衛
費
、
憲

法
改
正
、
政
治
資
金
問
題
な
ど
本

来
の
争
点
は
相
対
化
さ
れ
、
首
相

個
人
へ
の
評
価
や
イ
メ
ー
ジ
が
前

面
に
出
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
は
強
い

言
葉
や
単
純
な
対
立
構
図
が
拡
散

し
、
支
持
の
可
視
化
と
実
体
が
混

同
さ
れ
や
す
い
環
境
が
形
成
さ
れ

た
。

　

他
方
、
立
憲
民
主
党
と
公
明
党

の
合
流
に
よ
る
中
道
改
革
連
合

は
、
公
示
前
勢
力
を
大
き
く
下
回

っ
た
。
安
保
法
制
や
原
発
政
策
を

め
ぐ
る
方
針
転
換
は
、
有
権
者
に

明
確
な
選
択
肢
を
提
示
す
る
に
は

至
ら
ず
、
野
党
再
編
は
十
分
な
支

持
拡
大
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。

　

今
後
の
政
権
運
営
に
は
多
く
の

課
題
が
あ
る
。
政
治
資
金
や
旧
統

一
教
会
問
題
に
関
す
る
説
明
責
任

は
依
然
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
。

防
衛
費
拡
大
と
社
会
保
障
費
の
関

係
、
消
費
税
減
税
と
財
源
の
整
合

性
、
円
安
・
金
利
動
向
を
踏
ま
え

た
財
政
運
営
な
ど
、
国
民
生
活
と

直
結
す
る
論
点
は
重
い
。
憲
法
９

条
改
正
を
含
む
安
全
保
障
政
策
の

方
向
性
も
、
社
会
的
分
断
を
深
め

か
ね
な
い
重
大
課
題
で
あ
る
。

　

兵
庫
県
に
お
い
て
は
、
医
師
・

医
療
従
事
者
の
不
足
、
地
域
偏

在
、
診
療
報
酬
水
準
、
医
療
機
関

経
営
の
逼
迫
な
ど
、
地
域
医
療
を

め
ぐ
る
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。

防
衛
費
優
先
の
財
政
配
分
が
続
け

ば
、
医
療
・
介
護
を
は
じ
め
と
す

る
生
活
基
盤
へ
の
影
響
は
避
け
ら

れ
な
い
。

　

今
回
の
結
果
を
も
っ
て
社
会
保

障
や
平
和
主
義
の
理
念
が
否
定
さ

れ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
。
問

わ
れ
て
い
る
の
は
、
理
念
を
社
会

に
届
け
る
経
路
で
あ
る
。
兵
庫
県

保
険
医
協
会
は
、
医
療
の
公
共
性

と
国
民
皆
保
険
制
度
の
堅
持
を
基

本
に
、
社
会
保
障
費
の
一
方
的
抑

制
に
反
対
し
、
必
要
な
財
源
確
保

と
地
域
医
療
の
維
持
を
求
め
続
け

る
。
憲
法
が
保
障
す
る
生
存
権
と

平
和
主
義
を
尊
重
し
、
医
療
現
場

の
実
態
を
具
体
的
な
政
策
課
題
と

し
て
提
示
し
続
け
る
こ
と
が
、
い

ま
一
層
重
要
で
あ
る
。

　

民
意
が
揺
れ
動
く
時
代
に
あ
っ

て
こ
そ
、
冷
静
な
検
証
と
現
場
か

ら
の
発
信
を
積
み
重
ね
、
次
の
政

治
過
程
に
つ
な
げ
て
い
く
決
意
で

あ
る
。

第第
5151
回
衆
議
院
総
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

回
衆
議
院
総
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

２
０
２
６
年
２
月
25
日　

政
策
・
運
動
・
広
報
委
員
会

平
和
を
保
っ
て
い
く
た
め
の

行
動
が
重
要

九
条
の
会
・
兵
庫
県
医
師
の
会
映
画
・
シ
ン
ポ

九
条
の
会
・
兵
庫
県
医
師
の
会
映
画
・
シ
ン
ポ

「
医
の
倫
理
と
戦
争
」

「
医
の
倫
理
と
戦
争
」

医
学
生
に
求
め
ら
れ
る

本
当
の
倫
理
教
育

国
際
部　

市
民
公
開
講
演
会

国
際
部　

市
民
公
開
講
演
会

ト
ラ
ン
プ
時
代
の
世
界
秩
序
と

日
本
の
立
ち
位
置
を
問
う

感 想 文
　

国
際
部
は
２
月
14
日
、
三
牧
聖

子
氏
（
同
志
社
大
学
大
学
院
教

授
）
を
招
き
、
講
演
会
「
ト
ラ
ン

プ
時
代
の
平
和
の
展
望
」
を
開
催

し
た
（
本
紙
２
月
25
日
号
既

報
）。
半
田
伸
夫
先
生
の
感
想
を

紹
介
す
る
。

　

テ
レ
ビ
な
ど
メ
デ
ィ
ア
で
有
名

な
同
志
社
大
学
の
三
牧
聖
子
先
生

の
講
演
会
に
参
加
し
た
の
で
、
感

想
を
述
べ
る
。

　

私
た
ち
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
思
い

は
、
超
大
国
で
パ
ク
ス
ア
メ
リ
カ

ー
ナ
（
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
世
界
平

和
）
を
実
践
す
る
国
で
あ
っ
た
。

す
く
な
く
と
も
オ
バ
マ
政
権
ま
で

は
そ
う
だ
っ
た
と
思
う
。
ト
ラ
ン

プ
大
統
領
はM

ake Am
erica 

Great Again

（
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ａ
）
と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
当
選
し
、
ア

メ
リ
カ
第
一
主
義
を
掲
げ
て
き

た
。
バ
イ
デ
ン
政
権
を
挟
ん
で
２

期
目
の
今
回
、
彼
は
、「
第
二
次

大
戦
後
80
年
間
ア
メ
リ
カ
は
同
盟

国
や
他
の
発
展
途
上
国
に
搾
取
さ

れ
て
い
た
」
と
し
て
、
そ
れ
を
終

わ
ら
せ
る
と
発
言
し
た
。

　

つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
が
自
国
の
犠

牲
や
資
金
援
助
を
し
て
、
世
界
平

和
を
築
い
て
き
た
世
界
秩
序
（
ｗ

ｏ
ｒ
ｌ
ｄ　

ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｒ
）
を
止

め
る
と
宣
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。

国
務
長
官
ル
ビ
オ
氏
も
同
様
の
意

見
で
、
か
つ
よ
り
過
激
で
あ
る
と

い
う
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
第
一

主
義
を
、
ア
メ
リ
カ
国
民
第
一
だ

と
訴
え
て
当
選
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
資
本
家
、
富
裕
層
第
一
主

義
で
あ
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
も
し

な
く
な
っ
た
。
い
わ
ば
富
裕
層

あ
ま
り
に
も
イ
ス
ラ
エ
ル
寄
り

で
、M

ake Israel Great Again

（
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ａ
）
と
揶
揄
さ
れ
、
強

く
非
難
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
承
認
を
せ

ず
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
大
統
領
拉
致

の
国
際
法
違
反
を
非
難
し
な
い
日

本
を
世
界
は
ど
う
見
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

三
牧
氏
は
、
私
た
ち
に
日
本
の

今
後
の
在
り
方
を
問
い
か
け
た
よ

う
に
思
え
た
。

【
西
宮
市

半
田　

伸
夫
】

（
オ
リ
ガ
ー
チ
）
に
よ
る
独
裁
政

治
化
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。

　

彼
は
世
界
か
ら
戦
争
を
な
く

す
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ガ
ザ
に
平
和

を
も
た
ら
す
と
し
て
当
選
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
戦
争
終
結
を
ビ

ジ
ネ
ス
と
し
て
成
功
さ
せ
る
こ
と

の
布
石
で
あ
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か

ら
は
鉱
物
資
源
を
、
ガ
ザ
か
ら
は

イ
ス
ラ
エ
ル
と
手
を
組
ん
だ
、
リ

ゾ
ー
ト
計
画
に
過
ぎ
な
い
の
で
は

な
い
か
と
も
み
ら
れ
て
い
る
。
実

際
、（
ガ
ザ
）
平
和
評
議
会
に
は

パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
代
表
者
は
入
っ

て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
大

富
豪
が
名
を
連
ね
、
終
身
議
長
に

ト
ラ
ン
プ
が
座
る
構
図
で
、
大
統

領
任
期
を
終
え
た
後
に
、
国
連
安

保
理
に
代
わ
る
組
織
に
し
よ
う
と

目
論
ん
で
い
る
、
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。

　

一
方
で
ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
、

ガ
ザ
問
題
の
ト
ラ
ン
プ
の
手
法
は

会
員
訃
報

ご
冥
福
を
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す

飯
塚　

正
史
先
生

赤
穂
市　

外
科

12
月
７
日

享
年
82
歳

三
牧
先
生
が
ア
メ
リ
カ
第
一
主
義
と　

戦
後
国
際
秩
序
の
変
化
に
つ
い
て
語
る

映
画
を
通
し
、
医
療
者
が
平
和
に
つ
い

て
考
え
る
意
義
を
語
る
梶
原
さ
ん　
　

戦
時
下
で
揺
ら
ぐ
医
の
倫
理
と
平
和

の
中
で
医
療
を
行
う
大
切
さ
を
語
る

浅
田
先
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

東
神
戸
病
院
で
家
庭
医
の
専
門

研
修
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

浅
田
と
申
し
ま
す
。
こ
の
映
画
を

拝
見
す
る
の
は
初
め
て
で
、
７
３

１
部
隊
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
し

か
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
映
画
を

通
し
て
そ
の
実
態
に
触
れ
ま
ず
感

じ
た
の
は
、
戦
時
下
と
い
う
特
殊

な
環
境
下
に
お
い
て
は
、
現
代
の

倫
理
観
で
は
到
底
許
容
で
き
な
い

よ
う
な
行
い
で
、
人
間
の
尊
厳
が

著
し
く
揺
ら
い
で
し
ま
う
事
態
が

生
じ
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し

た
。

　

今
自
分
が
地
域
の
患
者
さ
ん
の

た
め
を
思
っ
て
医
療
を
行
え
て
い

る
こ
と
は
、
世
の
中
が
平
和
で
あ

る
こ
と
が
前
提
な
の
だ
と
改
め
て

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
昨
今
の
世
界
情
勢
を
見
る

と
、
国
家
間
の
武
力
衝
突
が
激
化

し
、
そ
れ
に
伴
い
緊
張
状
態
が
日

々
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
流
れ

が
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
い
ず
れ
平

和
は
崩
れ
、
医
療
従
事
者
は
倫
理

に
反
す
る
行
い
を
強
い
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
不
安
を
感
じ
ま
し

た
。

　

医
師
と
し
て
、
今
後
も
平
和
を

保
っ
て
い
く
た
め
の
行
動
が
重
要

で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
今
回
こ

の
場
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

日
々
診
療
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る

先
生
方
や
医
学
生
な
ど
広
い
層
が

お
ら
れ
驚
き
ま
し
た
。
多
く
の
人

　

こ
の
た
び
は
お
話
の
機
会
を
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
映
画
「
医
の
倫
理
と
戦
争
」

を
見
る
の
は
２
回
目
だ
っ
た
の
で

す
が
、
７
３
１
部
隊
の
歴
史
、
そ

れ
ら
が
隠
蔽
さ
れ
て
き
て
し
ま
っ

た
と
い
う
現
実
に
つ
い
て
改
め
て

残
念
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

世
界
的
に
見
て
、
あ
の
第
二
次

が
医
療
倫
理
や
平
和
に
つ
い
て
考

え
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
、
心

強
さ
を
覚
え
ま
し
た
。

　

今
回
こ
の
よ
う
な
貴
重
な
場
に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

【
東
灘
区
・
東
神
戸
病
院

専
門
医

浅
田　

友
啓
】

て
２
度
と
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
を

誓
っ
て
い
ま
す
。
日
本
も
改
め
て

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
医
療
を
振

り
返
り
、
私
た
ち
学
生
に
本
当
の

意
味
で
の
「
医
の
倫
理
」
を
教
育

す
る
義
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

先
日
衆
議
院
選
挙
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
昨
年
戦
後
80
年
と
い
う
節

目
を
迎
え
、
平
和
へ
の
気
運
が
ま

す
ま
す
盛
り
上
が
っ
て
い
く
べ
き

現
代
で
は
あ
り
ま
す
が
、
軍
事
費

は
ま
す
ま
す
増
額
さ
れ
、
代
わ
り

に
弱
者
を
蔑
ろ
に
す
る
政
治
体
制

が
で
き
上
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ

そ
、
人
々
の
健
康
を
守
り
、
ど
ん

な
人
で
も
分
け
隔
て
な
く
手
を
差

し
伸
べ
る
べ
き
私
た
ち
医
療
者
が

平
和
に
つ
い
て
考
え
る
意
義
は
ま

す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ま

す
。

　

多
く
の
人
々
を
傷
つ
け
、
多
く

の
命
を
失
う
戦
争
を
防
ぐ
こ
と

は
、
感
染
症
を
防
ぐ
よ
り
、
血
糖

値
を
下
げ
る
よ
り
も
何
よ
り
も
人

の
命
を
救
う
こ
と
の
で
き
る
予
防

に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
と
も
に

平
和
に
対
す
る
意
識
を
高
め
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

【
神
戸
大
学
医
学
部

４
年
生

梶
原　

悠
花
】

世
界
大
戦
に
つ
い
て
反
省
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
日
本
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ド

イ
ツ
で
は
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
収
容

所
が
で
き
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
虐

待
が
国
の
主
導
で
行
わ
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
医
師
会
で
は
こ

れ
ら
の
歴
史
を
医
学
生
に
教
育
し

報告①

報告②

　

協
会
も
運
営
に
協
力
す
る
九
条
の
会
・
兵
庫
県
医
師
の
会
は

　

協
会
も
運
営
に
協
力
す
る
九
条
の
会
・
兵
庫
県
医
師
の
会
は

１
月
１
月
3131
日
、
映
画
上
映
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
企
画
「
医
の
倫
理

日
、
映
画
上
映
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
企
画
「
医
の
倫
理

と
戦
争
」
を
開
催
（
２
月

と
戦
争
」
を
開
催
（
２
月
1515
日
号
既
報
）。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

日
号
既
報
）。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

登
壇
し
た
浅
田
友
啓
先
生
と
医
学
生
の
梶
原
悠
花
さ
ん
の
感
想

登
壇
し
た
浅
田
友
啓
先
生
と
医
学
生
の
梶
原
悠
花
さ
ん
の
感
想

を
紹
介
す
る
。

を
紹
介
す
る
。

映画「医の倫理と戦争」ご出演・企画パネリストの
吉中丈志・京都大学臨床教授らが呼びかける

「医の倫理と戦争」を大学の医学教育に位置付けてください「医の倫理と戦争」を大学の医学教育に位置付けてください

オンライン署名にご協力くださいオンライン署名にご協力ください

※オンライン署名をすすめる賛同人も募集しています！賛同はこちら⇒

　医学は本来「人々の生命を守り、健康の維持と増進を目指す学問」であ
るはずですが、アジア・太平洋戦争期の歴史の中で、非人道的な人体実験
を行った731部隊をはじめ、医学そして医師が国家による加害に関わった
事実があります。この負の歴史的事実を医療者が知らず
に過ごすことは、医の倫理を深く心に刻む必要のある医
療者の責任を大きく逸脱する危険がありますが、今日の
医学教育の中では、この歴史はほとんど扱われていない
ため、医学教育に制度的に位置付けることを求めるオン
ライン署名です。

↑オンライン署名↑
こちらから
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全
国
の
医
師
・
歯
科
医
師
が
原

告
と
な
り
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

の
医
療
機
関
へ
の
義
務
付
け
は
違

法
で
あ
る
と
訴
え
て
い
る
、
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
不
存
在
確

認
等
請
求
訴
訟
の
控
訴
審
の
第
２

回
が
２
月
25
日
、
東
京
高
等
裁
判

所
で
行
わ
れ
た
。
島
津
評
議
員
の

報
告
を
紹
介
す
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
極
め
て

危
う
い
問
題
を
抱
え
な
が
ら
２
０

１
６
年
に
運
用
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
自
民
党
の
悲
願
で
あ
っ
た
旧

佐
藤
政
権
下
で
の
国
民
総
背
番
号

制
度
の
復
活
だ
っ
た
の
で
す
。

　

カ
ー
ド
化
は
任
意
と
し
な
が
ら

も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
情

報
を
一
元
化
す
る
と
い
う
、
危
険

極
ま
り
な
い
制
度
の
ス
タ
ー
ト
だ

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
コ
ロ
ナ
禍

に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
保

険
証
と
し
て
、
医
療
界
の
慎
重
論

を
無
視
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

案
の
定
、
ト
ラ
ブ
ル
続
き
の
制
度

な
の
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。

　

【
資
格
確
認
機
器
の
設
置
】
無

し
は
指
導
対
象
と
す
る
と
の
脅
し

に
怒
り
を
抱
い
た
わ
た
く
し
は
、

そ
の
こ
ろ
、
２
０
２
３
年
２
月
に

東
京
協
会
が
声
を
挙
げ
、
１
４
１

５
名
の
有
志
が
全
国
よ
り
集
ま
っ

た
本
訴
訟
に
原
告
と
し
て
参
加
し

て
、
国
を
相
手
取
っ
て
の
集
団
訴

訟
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

地
裁
で
は
、
当
方
の
意
見
は
完

全
無
視
、
保
団
連
の
意
見
を
「
一

部
の
医
療
団
体
」
の
意
見
と
す
る

矮
小
化
は
地
裁
判
事
の
認
識
不
足

を
露
呈
し
、
政
府
寄
り
の
判
決
で

あ
っ
た
と
言
え
、
即
座
に
高
等
裁

判
所
へ
の
控
訴
に
踏
み
切
り
ま
し

た
。

　

昨
年
11
月
26
日
の
第
１
回
口
頭

弁
論
で
は
、
原
告
団
の
佐
藤
一
樹

事
務
局
長
が
冒
頭
、
①
閣
議
決
定

た
。

　

わ
れ
わ
れ
は
デ
ジ
タ
ル
化
を
否

定
し
て
い
る
も
の
で
は
全
く
あ
り

ま
せ
ん
。
拙
速
に
進
め
る
た
め
に

医
療
機
関
側
だ
け
で
は
な
く
患
者

自
身
が
不
安
に
な
っ
て
い
る
事
実

を
知
ら
な
い
の
か
と
思
う
ほ
ど
、

ト
ラ
ブ
ル
が
雨
後
の
筍
の
よ
う
に

あ
ま
り
に
多
く
、
対
処
を
強
い
ら

れ
て
い
る
現
実
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
は
基
本
的
に
制
度
設
計
の
誤

り
で
す
。
国
側
が
拙
速
に
進
め
す

ぎ
た
、
当
然
の
結
果
の
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
国
は
全
く
反

論
を
展
開
せ
ず
、
ダ
ン
マ
リ
の
姿

勢
を
貫
い
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
第
２
回
控
訴
審
で
は
国

の
姿
勢
に
抗
議
す
る
べ
く
、
弁
護

団
は
さ
ら
に
論
拠
を
堅
固
な
も
の

に
す
べ
く
、
準
備
書
面
に
具
体
的

な
事
例
を
示
し
て
、
地
裁
で
指
摘

し
た
初
期
の
ト
ラ
ブ
ル
は
現
在
も

継
続
中
で
あ
り
、
資
格
確
認
義
務

は
不
存
在
の
論
拠
を
固
め
、
マ
イ

ナ
保
険
証
に
関
す
る
世
論
（
報

道
）
も
提
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら

に
対
し
て
国
側
が
反
論
し
な
い
ダ

ン
マ
リ
戦
術
は
、
で
き
な
い
の
で

反
論
を
放
棄
し
た
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
す
。

　

私
は
【
勝
訴
】
に
向
け
て
の
階

段
を
上
っ
て
い
る
実
感
が
し
ま
し

た
。
そ
の
後
の
原
告
説
明
会
で
、

阪
神
・
淡
路
大
震
災
被
災
地
の
兵

庫
と
し
て
マ
イ
ナ
保
険
証
の
震
災

時
の
脆
弱
さ
は
ぬ
ぐ
え
な
い
と
お

話
し
し
ま
し
た
。
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
と
し
て
紙
の
保
険
証
と
お
薬

手
帳
は
残
す
べ
き
で
、
デ
ジ
タ
ル

と
併
用
が
あ
る
べ
き
姿
だ
と
思
い

ま
す
。

　

来
る
６
月
10
日
に
は
結
審
さ
れ

る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
結
果
に
関

わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
も
国
も
最
高

裁
ま
で
闘
い
は
終
わ
ら
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

米
国
で
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
関

税
政
策
に
関
し
て
、
最
高
裁
が
大

統
領
に
権
限
が
な
い
こ
と
で
違
法

と
判
断
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
し

た
。
民
主
主
義
の
基
本
理
念
で
あ

る
三
権
分
立
の
判
決
で
あ
り
ま
し

た
。
わ
れ
わ
れ
も
日
本
の
民
主
主

義
は
廃
れ
て
い
な
い
証
と
し
て
、

【
勝
訴
】
を
信
じ
て
お
り
ま
す
。

　

当
初
、
１
４
１
５
名
い
た
原
告

団
の
う
ち
、
13
名
の
方
が
亡
く
な

り
、
そ
の
方
々
の
無
念
も
添
え

て
、
東
京
協
会
の
方
々
と
共
に
闘

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

北
阪
神
支
部
は
１
月
31
日
に
新

春
学
習
会
を
宝
塚
市
内
で
開
催
。

神
戸
花
く
ま
法
律
事
務
所
の
與
語

信
也
弁
護
士
を
講
師
に
、「
日
常

診
療
・
医
院
経
営
で
知
っ
て
お
き

た
い
法
律
知
識
―
よ
く
あ
る
相
談

事
例
か
ら
―
」
を
テ
ー
マ
と
し
、

会
員
の
医
師
・
歯
科
医
師
11
人
が

参
加
し
た
。
大
森
英
夫
先
生
の
感

想
文
を
掲
載
す
る
。

　

１
月
31
日
、
新
春
政
策
学
習
会

が
、「
が
ん
こ
宝
塚
苑
」
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
與
語
弁
護
士
よ
り
、

「
応
召
義
務
と
ク
レ
ー
ム
対
応
」

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中

傷
へ
の
対
応
」「
未
払
い
治
療
費

等
の
回
収
」「
医
療
機
関
に
お
け

る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
義
務
」
等

に
つ
い
て
具
体
的
に
解
説
が
あ

流
通
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
対
処
法

（
情
プ
ラ
法
）』」、「
ウ
ェ
ブ
ペ
ー

ジ
削
除
請
求
を
棄
却
さ
れ
た
裁
判

７
例
」、「
パ
ワ
ハ
ラ
、
カ
ス
ハ

ラ
、
セ
ク
ハ
ラ
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
へ
の
対
策
義
務
と
裁

判
４
例
」
等
に
つ
い
て
講
演
が
あ

り
、
そ
の
後
、
参
加
者
か
ら
熱
の

こ
も
っ
た
生
々
し
い
発
言
が
あ
り

ま
し
た
。

　

お
陰
様
で
、
中
途
半
端
な
ま
ま

事
態
を
放
置
し
な
い
こ
と
が
、
肝

要
で
あ
る
と
痛
感
い
た
し
ま
し

た
。

 

【
伊
丹
市　

大
森　

英
夫
】

の
み
で
成
立

さ
せ
た
国
会

軽
視
の
姿

勢
、
②
個
人

情
報
の
安
全

性
へ
の
無
配

慮
と
現
実
的

漏
洩
の
事
実

の
暴
露
、
③

医
療
界
が
被

っ
た
被
害
を

述
べ
ま
し

り
、
そ
の
後
、
参
加
者
か

ら
の
質
疑
に
十
分
な
時
間

を
取
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

講
師
か
ら
「
診
療
拒
否

が
で
き
る
正
当
な
事
由
」

「
ク
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
は

警
察
に
通
報
す
べ
き
状
況

と
裁
判
事
例
」
や
「
投
稿

が
表
示
さ
れ
た
ウ
ェ
ブ
ペ

ー
ジ
を
印
刷
し
て
残
し
て

お
く
こ
と
が
大
切
」
で
あ

る
こ
と
、「
２
０
２
５
年

４
月
１
日
施
行
の
『
情
報

評
議
員　
　

島
津　

俊
二

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
不
存
在
訴
訟

高
裁
第
二
回
控
訴
審
始
ま
る

国
側
は
反
論（
で
き
ず
）に
放
棄

原告説明会で、阪神・淡路大震災の
経験から、セーフティネットとしてデ
ジタル一本化は危険と訴えた島津評
議員　　　　　　　　　　　　　　

北阪神支部　新春学習会「知っておきたい法律知識」北阪神支部　新春学習会「知っておきたい法律知識」

法律知識もとに
早期対応が肝要

講師の與語先生（左上）が、トラブル防止
と解決法のポイントを解説　　　　　　　

　アメリカとイスラエルのイランへの軍事攻撃に対し、協会は３月14日の正副
理事長会で下記の声明を採択し、関係機関に送付した。

 2026年３月14日
 兵庫県保険医協会第1225回理事会

　米国とイスラエルは２月28日、イランに対する大規模な軍事攻撃を開始し、
これを「先制攻撃」であると説明した。また、翌３月１日には、イランの最高
指導者ハメネイ師が空爆により死亡したと報じられている。
　この軍事攻撃は、イランの核問題をめぐる米国とイランの外交協議が続いて
いた最中に行われたものであり、外交による解決の努力を破壊するものであ
る。相手国からの武力攻撃が発生した事実が確認されないまま行われた武力行
使は、国連憲章が定める武力行使禁止の原則に明確に反する先制攻撃であり、
断じて容認することはできない。
　国連憲章は、国際関係における武力の行使や威嚇を原則として禁止してい
る。しかも、仮に例外的に武力行使が認められるとしても、それは安全保障理
事会の決議がある場合か、武力攻撃を受けた場合の自衛権の行使に限られると
されている。しかし今回の攻撃は、その例外的条件にすら該当しない。安保理
決議もなく、米国やイスラエルに対してイランによる武力攻撃が発生した事実
も確認されていないにもかかわらず、先制攻撃が行われたのである。これは、
国連憲章がかろうじて設けている最低限の歯止めすら踏み越えるものであり、
国際法秩序を根底から揺るがす重大な行為である。
　また、主権国家の指導者を軍事攻撃によって殺害するという行為は、国際社
会の基本的な規範を踏みにじるものであり、強く非難されなければならない。
　さらに、米国政府はイスラエルとともに、イランに対して継続的な軍事攻撃
を行う姿勢を示し、体制転換を求める発言まで行っている。他国の体制を軍事
力によって転覆させようとする行為は、地域の不安定化を一層深刻にし、中東
・西アジア地域全体を大規模な戦争に巻き込む危険を高めるものである。武力
による問題解決は、さらなる暴力と報復の連鎖を生み出すだけであり、決して
平和をもたらさない。
　また、今回の攻撃の理由としてイランの核開発が強調されているが、この問
題をめぐっては核不拡散体制の深刻な矛盾が存在している。イスラエルは核兵
器不拡散条約（NPT）に加盟しておらず、核兵器を保有していると広く指摘さ
れているにもかかわらず、国際原子力機関（IAEA）の査察体制の外に置かれ
ている。一方、イランはNPT加盟国として査察体制の下にありながら、軍事攻
撃の対象とされている。核兵器を事実上保有する国が査察を受けず、査察を受
けている国が軍事攻撃の対象となるという状況は、核不拡散体制の公平性と信
頼性を著しく損なうものである。
　さらに、イランの核問題をめぐる外交交渉の経過を振り返れば、米国の対応
の不誠実さも指摘せざるを得ない。2015年に締結されたイラン核合意
（JCPOA）は、イランの核活動を厳しく制限する代わりに制裁を解除するとい
う国際的合意であった。しかし米国は2018年にこの合意から一方的に離脱し、
制裁を再開した。国際合意を自ら破棄した側が、外交交渉の最中に軍事攻撃を
行うことは、外交と国際合意に対する信頼を根底から揺るがす行為と言わざる
を得ない。
　こうした重大な事態にもかかわらず、日本政府は米国とイスラエルの軍事行
動を明確に批判する立場をとっていない。政府は「詳細な事実関係を把握して
いない」「法的評価は差し控える」として、事実上、先制攻撃への評価を回避
している。しかし、日本国憲法の平和主義を掲げ、「法の支配」を外交の基礎
とするとしてきた日本政府が、国連憲章に反する疑いの極めて強い軍事行動に
対して沈黙することは許されない。日本政府は、同盟関係の有無にかかわら
ず、国際法に反する行為には明確に反対し、攻撃の即時中止と外交による解決
を求めるべきである。
　同時に、イランの核問題については、核兵器の拡散を防ぐ観点から、軍事力
ではなく外交と国際的枠組みの中で解決されるべきである。イランは核兵器の
開発を行わないことを明確にし、核施設を国際原子力機関（IAEA）の完全な
監視の下に置くべきである。
　私たちは、生命と健康を守る医師・歯科医師として、民間人を含む多くの命
が奪われる戦争の拡大を強く憂慮する。戦争は人々の生命と健康を直接に破壊
し、医療体制や社会基盤を崩壊させ、長期にわたり深刻な健康被害をもたら
す。いかなる理由であれ武力による先制攻撃を正当化することはできない。
　私たちは、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃に断固として抗
議するとともに、軍事行動の即時中止と外交による問題解決への回帰を強く求
める。
 以　上

アメリカとイスラエルはイランへの攻撃を直ちに中止せよ
日本政府は無法な先制攻撃を厳しく非難せよ

声 明

歯
科
医
院
譲
渡

◇
神
戸
市
内
駅
構
内
１
分

◇
テ
ナ
ン
ト
約
30
坪
１
階
／

チ
ェ
ア
ー
４
台

◇
条
件
付
無
償
譲
渡

◇
現
況
引
き
渡
し

◇
レ
セ
コ
ン
あ
り
（
メ
デ
ィ

ア
）

◇
秘
密
保
持
契
約
書

◇
お
問
い
合
わ
せ
は
、
☎
078

―
393
―
１
８
０
９　

吉
永
ま

で

感
想
文
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保
険
診
療
法
制
研
究
会
を
継
続
開
催

各
支
部
で『
法
律
知
識
』

学
習
会
の
活
用
を

個
別
指
導
の
解
説
動
画

制
作
を
進
め
て
い
ま
す

　

協
会
役
員
と
弁
護
士
グ
ル
ー
プ
が
、
審
査
・
指
導
問
題
な
ど
開
業

保
険
医
を
取
り
巻
く
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
保
険
診
療
法

制
研
究
会
。
昨
年
12
月
18
日
と
今
年
２
月
５
日
、
第
59
回
と
第
60
回

の
研
究
会
を
協
会
会
議
室
で
開
催
し
、
そ
れ
ぞ
れ
６
人
、
５
人
が
参

加
し
た
。
野
田
倫
子
弁
護
士
、
與
語
信
也
弁
護
士
の
報
告
を
紹
介
す

る
。

　

前
回
の
研
究
会
で
は
、
保
険
証

廃
止
問
題
に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
義
務
不
存
在
確
認
訴

訟
の
控
訴
理
由
書
に
も
触
れ
な
が

ら
、
依
然
と
し
て
医
療
機
関
の
現

場
に
混
乱
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
今
後
も
引
き
続
き
、
保
険

証
廃
止
反
対
の
声
を
あ
げ
続
け
る

こ
と
の
重
要
性
な
ど
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
個
別
指
導
の
弁
護
士
帯

同
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
直
近

の
数
カ
月
で
３
件
の
弁
護
士
帯
同

が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
、
法
制
研
で
は
、

昨
年
発
刊
し
た
冊
子
『
医
師
・
歯

科
医
師
の
た
め
の
知
っ
て
お
き
た

い
法
律
知
識
』（
下
に
案
内
）
を

基
に
、
各
支
部
で
の
勉
強
会
の
実

施
を
進
め
て
い
ま
す
。
日
常
診
療

で
の
患
者
ト
ラ
ブ
ル
や
労
務
問

題
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
義
務
な

ど
、
日
頃
の
診
療
に
役
立
つ
講
義

を
、
各
支
部
単
位
で
行
っ
て
い
ま

す
。
講
義
後
は
出
席
者
の
皆
様
と

ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
意
見
交
換
を
行

っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

【
神
戸
花
く
ま
法
律
事
務
所

弁
護
士

野
田　

倫
子
】

も
、
大
き
な
問
題
は
な
く
指
導
は

実
施
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

今
後
も
、
問
題
が
あ
れ
ば
速
や
か

に
共
有
し
、
近
畿
厚
生
局
と
協
会

事
務
局
と
の
懇
談
等
に
反
映
さ
せ

12
月
保
険
診
療
法
制
研
究
会

２
月
保
険
診
療
法
制
研
究
会

　

法
制
研
が
作
成
し
皆
様
に
配
布

し
て
お
り
ま
す
『
医
師
・
歯
科
医

師
の
た
め
の
知
っ
て
お
き
た
い
法

律
知
識
』
を
題
材
に
、
執
筆
担
当

弁
護
士
が
各
支
部
の
会
合
等
で
勉

強
会
の
講
師
を
務
め
て
い
ま
す
。

　

私
も
先
日
、
支
部
で
応
召
義
務

解
が
不
可
欠
で
す
。
ま
た
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
の
問
題
は
関
係
当
事
者

だ
け
で
な
く
、
職
場
環
境
の
整
備

義
務
を
負
う
雇
い
主
（
院
長
等
）

に
と
っ
て
も
、
対
応
を
誤
れ
ば
雇

用
上
の
紛
争
の
火
種
と
な
る
た

や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
中
心
に
お
話

を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
（
３
面
に

参
加
者
か
ら
の
感
想
文
掲
載
）。

パ
ワ
ハ
ラ
や
セ
ク
ハ
ラ
は
も
ち
ろ

ん
、
最
近
多
い
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
は
、
医
院
に
と
っ
て
は

応
召
義
務
の
限
界
事
例
と
深
く
関

わ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
正
確
な
理

会員無料。ご注文は、☎078－393－1840まで

『医師・歯科医師のための
知っておきたい法律知識』

保険診療法制研究会作成冊子

中長期の資産形成に

保険医年金と積立年金DefLデフエル

協会の共済はご加入
内容をまとめて管理。
ワンストップサービス
を提供します。

休業保障制度と所得補償保険
病気やケガによる休業も安心

グループ保険と新グループ保険
死亡・高度障害に

業務災害補償保険
労務トラブルに備えて

医師賠償責任保険
医事紛争に備えて

自動車保険と火災保険
団体割引きの

医療保険とガン保険

ドクターに最適を提供します

協会の新しい共済

介護保険Sasa＊L（ササエル）

協会の共済は必要な分だけ組み合わせて
ご利用ください

●サイバープロテクター保険もお問い合わせ
　ください

　

協
会
税
務
経
営
部
は
、
３
月
16

日
に
期
限
を
む
か
え
る
確
定
申
告

に
備
え
２
月
11
日
に
青
色
（
白

色
）
確
定
申
告
研
究
会
を
、
２
月

28
日
、
３
月
１
日
に
は
確
定
申
告

個
別
相
談
会
を
協
会
会
議
室
で
開

催
し
た
。

　

研
究
会
で
は
、
協
会
税
務
講
師

団
の
松
田
力
税
理
士
が
講
師
を
務

め
18
人
（
う
ち
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
14
人
）

が
参
加
し
た
。
松
田
税
理
士
は
、

所
得
の
算
出
方
法
や
減
価
償
却
費

な
ど
基
本
的
な
手
順
や
、
診
療
所

と
自
宅
が
同
一
建
物
の
場
合
、
水

道
光
熱
費
や
火
災
保
険
料
な
ど
家

事
関
連
費
と
の
按
分
に
つ
い
て
な

ど
注
意
点
を
解
説
。

　

そ
の
他
、
職
員
の
給
与
の
支
給

額
が
増
加
し
て
い
る
場
合
、
納
税

額
が
減
額
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
賃

上
げ
促
進
税
制
」
が
適
用
と
な
る

か
ど
う
か
の
確
認
を
ア
ド
バ
イ
ス

し
た
。

　

申
告
相
談
会
に
は
20
医
療
機
関

が
参
加
し
た
。
相
談
会
で
は
、
協

会
会
員
が
確
定
申
告
書
と
帳
簿
な

ど
の
資
料
を
持
ち
寄
り
、
協
会
税

務
講
師
団
の
税
理
士
８
人
か
ら
マ

ン
ツ
ー
マ
ン
の
対
応
を
受
け
申
告

書
の
作
成
や
確
認
を
行
っ
た
。

　

各
テ
ー
ブ
ル
で
は
、
提
出
用
資

料
の
最
終
チ
ェ
ッ
ク
の
ほ
か
、
記

帳
や
経
営
、
節
税
や
日
ご
ろ
感
じ

て
い
る
疑
問
に
つ
い
て
の
相
談
も

活
発
に
行
わ
れ
た
。
参
加
者
か
ら

は
「
今
年
か
ら
自
分
で
申
告
書
を

作
成
し
た
の
で
プ
ロ
の
目
で
見
て

も
ら
っ
て
安
心
し
た
」
な
ど
の
声

が
寄
せ
ら
れ
た
。

税
理
士
と
の
個
別
相
談

お
気
軽
に
ご
利
用
を

　

医
院
の
経
営
状
況
を
分
析
し
、

改
善
し
て
い
く
た
め
に
は
、
日
常

の
記
帳
や
確
定
申
告
を
専
門
家
任

せ
に
せ
ず
自
主
的
に
把
握
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
税
務
経
営
部

で
は
、
会
員
の
自
主
記
帳
や
確
定

申
告
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
確

定
申
告
相
談
会
や
パ
ソ
コ
ン
記
帳

講
座
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。
顧

問
税
理
士
が
い
る
場
合
に
も
、
セ

カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
と
し
て
協
会

税
務
講
師
団
の
税
理
士
と
の
個
別

相
談
を
利
用
す
る
な
ど
、
多
く
の

先
生
に
活
用
い
た
だ
き
た
い
。

相
談
は
協
会
税
務
経
営
部
☎
078

―
393
―
１
８
０
７
ま
で
。

税
務
経
営
部

税
務
経
営
部

確
定
申
告
対
策
も
協
会
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

研
究
会
で
は
松
田
税
理
士
が
所
得

計
算
の
基
本
手
順
や
家
事
関
連
費

の
按
分
等
を
解
説　
　
　
　
　
　

申
告
相
談
会
で
、
参
加
者
が
税
理
士

か
ら
申
告
書
の
作
成
方
法
を
学
ん
だ

冊
子
を
基
に
各
支
部
で
診
療
に
役
立
つ

法
律
勉
強
会
を
開
催
し
て
い
る　
　
　

生
成
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
な
が
ら
、
分
か
り
や
す
い

解
説
動
画
の
制
作
に
取
り
組
ん
で
い
る　
　
　

報 告

報 告

め
、
適
切
な
予
防
策
が
重
要
で

す
。
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
は

非
常
に
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
、
私

に
と
っ
て
も
有
意
義
な
時
間
と
な

り
ま
し
た
。
今
後
も
勉
強
会
等
の

場
で
本
書
を
ぜ
ひ
ご
活
用
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

ま
た
、
法
政
研
で
は
、
個

別
指
導
時
の
録
音
や
弁
護
士

帯
同
の
重
要
性
を
視
覚
的
に

理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

解
説
動
画
を
制
作
し
て
い
ま

す
。
台
本
作
成
や
動
画
イ
メ

ー
ジ
の
検
討
に
は
生
成
Ａ
Ｉ

も
活
用
し
、
よ
り
分
か
り
や

す
い
教
材
と
な
る
よ
う
工
夫

を
重
ね
て
い
ま
す
。
現
在
、

鋭
意
作
成
を
進
め
て
お
り
ま

す
の
で
、
完
成
し
ま
し
た
際

に
は
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
神
戸
花
く
ま
法
律
事
務　

所　

弁
護
士

與
語　

信
也
】

　スタッフの労務問題、患者からのクレー
ム対応、インターネットの口コミの対応な
ど、医師・歯科医師が直面しやすい法的ト
ラブル、テナントの賃貸借契約、医療機器
のリース契約、経営コンサルタント契約な
ど、経営に関わる契約の際の留意点を、項
目別にわかりやすく解説した一冊です
（2025年６月発行）。

「個人保険」団体割引のご案内

協会の自動引落をご利用になると、保険料の団体割引が適用されます。

ぜひ、ご利用ください。

協会からの自動引落ご利用による、団体割引適用を準備中です。
ぜひご一報ください。

明治安田生命、大樹生命、三井住友海上あいおい生命、
日本生命の個人保険にご加入の皆様へ

アフラックの「がん保険」にご加入の皆様へ
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【医科】３・４月の診療報酬等の
 お問い合わせ対応の停止期間について
　2026年度診療報酬改定への対応のため、以下の期間については、診療
報酬に関するお問い合わせを終日停止させていただきます。
　レセプト請求、減点、施設基準に関する問い合わせや、診療報酬改
定に関するご質問等は下記期間以外でお願いいたします。
　新規指導・個別指導・適時調査等の相談は、引き続き☎078－393－
1840でお受けいたします。また、改定に関する情報は随時、特設ホー
ムページやFAXニュース等で情報発信に努めて参りますので、何卒ご
理解のほどよろしくお願い申しあげます。

■停止期間　①３／16（月）～３／19（木）　
　　　　　　②４／８（水）～４／10（金）
 ③４／14（火）～４／17（金）
■2026年度診療報酬改定特設ページ　
　　　　　　http://www.hhk.jp/kaitei2026/

2024（令和６）年度の指導の実施状況（兵庫県）
　協会の求めにより、近畿厚生局は「2024（令和６）年度保険医療機関等の指
導及び監査の実施状況報告書」（兵庫県）を開示した。

指導の実施件数は前年度より増加
　2024年度の個別指導の実施件数
は、個別指導が病院３件、医科診療
所18件、歯科10件、概ね同年度の計
画通りの実績となっている。実施さ
れた個別指導のうち、選定理由が
「情報提供」によるものは、病院１
件、医科診療所３件、歯科０件。
「再指導」によるものは、病院２
件、医科診療所14件、歯科６件であ
った。
　新規個別指導（以下、新規指導）
の実施件数は病院２件、医科診療所
156件、歯科72件である。
　協会が廃止を求めている「高点
数」による個別指導は、2020年度か
ら実施が見送られていたが、2024年
度以降再開することとされていた。
実際には、医科では対象の選定は行
われたが実施はなく、歯科では４件
が実施されている。

「再指導」割合は医科では
減少だが歯科では著増
　医科診療所で実施された個別指導
18件の結果は、「概ね妥当」０件、

「経過観察」15件（83.3％）、「再指
導」３件（16.7％）である。新規指
導156件の結果は、「概ね妥当」10件
（6.4％）、「経過観察」143件（91.7
％）、「再指導」３件（1.9％）であ
る。「概ね妥当」及び「経過観察」
を合わせると98.1％であり、大多数
の医療機関が無事新規指導を終了し
ている形だ。「再指導」は23年度の
6.9％から大きく減少している。
　歯科で実施された個別指導10件に
ついては、全件が「再指導」となっ
ている。新規指導72件の結果は、
「概ね妥当」２件（2.8％）、「経過
観察」50件（69.4％）、「再指導」20
件（27.8％）であり、やはり「再指
導」の割合が顕著に高くなってい
る。23年度の結果における「再指
導」は、個別指導で12.5％、新規指
導で7.7％であり、前年と比較して
も著増している。
　新規指導で「自主返還」を行った
医療機関数は、医科診療所で100件
（64.1％）、 歯科で59件（81.9％）
に上る。新規指導はあくまで保険診
療のルールの周知を目的とした教育
的な指導であり、「自主返還」を求
めるべきではない。

　上記、賃上げ支援事業と合わせ、物価高騰支援事業も実施される予定です。原則
すべての保険医療機関が対象となります。申請期限等、明らかになっていませんが
概要を紹介します。

概 　要　診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経
営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図る
申請期限　未定（県によると４月下旬～５月初旬に申請開始となる見込み）
交付額

対象施設 給付額
有床診療所（14床以上） １病床あたり13,000円
無床診療所（医科・歯科）、有床診療所
（13床以下）

１施設あたり170,000円

※薬局にも同様の支援金があります

指導時の弁護士帯同と録音を
　近年、県内で行われた医科の個別
指導や新規指導において、指導医療
官や事務官による威圧的な指導を受
けたとの声が会員から寄せられてい
る。協会では近畿厚生局および厚生
労働省に個別指導や監査の改善を求
めているが、指導等の現場で保険医

の権利が不当に侵害されることを防
ぐため、弁護士帯同の検討や、少な
くとも録音は行うようご準備いただ
きたい。
　個別指導等の実施通知が届いた際
は、まず協会にご連絡いただきたい
（医科☎078－393－1840、 歯科☎
078－393－1809）。

【個別指導】

実施
機関数

選定理由
情報提供 再指導 高点数 その他
選定 実施 選定 実施 選定 実施 選定 実施

病　　院 3 0 1 2 2 11 0 0 0
医科診療所 18 4 3 15 14 143 0 1 1
歯　　科 10 0 0 6 6 110 4 0 0

指導後の措置 返還
概ね妥当 経過観察 再指導 要監査 未措置 機関数 金額（円）

病　　院 0 1 2 0 0 3 5,116,880
医科診療所 0 15 3 0 0 7 2,954,003
歯　　科 0 0 10 0 0 6 2,514,423

【新規個別指導】
実施
機関数 概ね妥当 経過観察 再指導 要監査 未措置 自主返還

機関数 金額（円）
病　　院 2 0 2 0 0 0 2 23,120
医科診療所 156 10 143 3 0 0 100 862,530
歯　　科 72 2 50 20 0 0 59 786,931

表　2024（令和６）年度指導の実施状況〔兵庫県〕

医療分野の賃上げ支援（診療所医療分野の賃上げ支援（診療所1515万円等万円等））

   2025年度補正予算で賃上げ・物価上昇支援

12月以降ベア未実施の場合
３月末までに一時金支給が必要

ご不明な点につきましては兵庫県保険医協会までお問い合わせください
税務経営部　☎078－393－1807（平日午前10時～12時、午後２時～５時）

　政府は2025年度補正予算で、医療分野の賃上げ・物価上昇支援を決定しました。
診療所向けは県が窓口となる予定ですが、申請スケジュール等、まだ示されていま
せん（病院は厚労省が受付中）。３月中の対応が必要となるので、概要と留意点に
ついて紹介します。

趣 　旨　６月以後、診療報酬改定に合わせた賃上げ実施を前提に、その前の半年分
の賃金改善の経費を補助する
概 　要　支援金を活用して2025年12月～2026年５月にベースアップを実施し、６月
以降も水準を維持または拡大する
申請期限　未定（県によると４月下旬～５月初旬に申請開始となる見込み）

対象施設 給付額
有床診療所（３床以上） １病床あたり72,000円
無床診療所（医科・歯科）、有床診療所
（２床以下） １施設あたり150,000円
※薬局、訪問看護ステーションにも同様の支援金があります

対象　2026年３月１日付けでベースアップ評価料の届け出が受理されている保険医
療機関
賃金改善の内容　ベースアップ等（※１）の状況によって対応が異なります。
パ ターン①　2025年11月の賃金と比較して2025年12月～2026年５月にベースアップ
等を実施している場合→当該期間のベースアップ等に支援金を充てることができ
ます。

が補助対象

ベースアップまたは毎月支払われる
手当の新設・増額

診療報酬改定による ｝原則、支援金による賃金改善の水準を維
持または拡大ベースアップ等

2025年11月末時点の賃金水準
2025年11月 12月 2026年１月 ２月 ３月  ４月 ５月 ６月～

パ ターン②　2025年12月以降ベースアップ等を実施していなかった場合→2026年３
月末までに４カ月分を一時金、特別手当（※２）として支給し、４月～５月はベ
ースアップ等を実施する必要があります。それらの期間のベースアップ等に支援
金を充てることができます。まずは３月末までに一時金、特別手当を支給してく
ださい。

が補助対象
12月分
１月分
２月分

｝
原則、給付金による
賃金改善の水準を維
持または拡大

３月分 ベースアップ 診療報酬改定によるベースアップ等
2025年11月末時点の賃金水準

2025年11月 12月  2026年１月 ２月 ３月 　 ４月 ５月 ６月～

パ ターン③　2025年３月末の賃金と比較して2.0％を超えるベースアップ等を実施
している場合→2025年12月～2026年５月の賃金のうち2.0％を超える賃上げ部分
について、支援金を充てることが可能です。

が補助対象

上乗せ部分｛ 2025年３月末と比較して
２％を超えた部分 診療報酬改定による ｝原則、給付金による賃金改善の水準を維

持または拡大２％｛ ベースアップ等
  2025年3月末時点の賃金水準

2025年3月 4~11月 12月 2026年１月 ２月 ３月  ４月 ５月 ６月～
※2025年４月～11月のいずれかの月からベースアップをしていればよい

※ １　基本給等の引き上げや決まって毎月支払われる手当の新設・増額が該当しま
す。
※ ２　2025年12月分から2026年３月分の臨時賞与やインフレ手当等の臨時手当が該
当します。
その他の留意点
・ 2026年１月～３月など一部の期間のみベースアップ等を実施した場合は、支給の
対象となりません。
・ 2026年６月の診療報酬改定では、ベースアップ評価料の対象に事務職員も追加さ
れる予定です。事務職員の2025年12月～2026年５月のベースアップ等にもこの支
援金を充てることができます。
・ ベースアップに連動して引きあがる賞与分や時間外手当、法定福利費の事業主負
担分の増額分も支援金を充てることができます。
・ 「生産性向上・職場環境整備等支援事業」（無床診療所18万円）を活用してベース
アップを行った部分については賃金改善の内容として含めることはできません。
・実績報告書の提出が必要です（８月ごろを予定、詳細不明）。

すべての医療機関が対象診療所等物価支援事業診療所等物価支援事業（（1717万円等万円等））

▼改定特設ページ
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２
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催
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を
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〈診　療　録〉
① 保険医は、診療録が保険請求の根拠であることを認識し、必要な事項を十分
に記載すること。
②保険医は、診療の都度、遅滞なく診療録の記載を行うこと。
③ 複数の保険医が従事する保険医療機関においては、診療の責任の所在を明確
にするために、診療を担当した保険医は診療録を記載した後、署名または記
名押印すること。
④ レセプトコンピュータ等で作成した診療録について適切に作成すること。
【診療を行った保険医が署名または記名押印。診療を行った場合に遅滞なく
診療録を印刷。手書きで加筆する場合に、加筆に必要な空行を設けず、印字
横の余白に記載は不可】。
⑤ 保険医が実施した診療内容について、診療録が歯科医師以外の者【歯科衛生
士、歯科助手、事務員】により記載されている例が認められたので、診療録
は原則として診療を担当した保険医が記載すること。やむを得ず口述筆記等
を行う場合には、保険医自らが記載内容に誤りがないことを確認の上、署名
または記名押印し、適切に編綴すること。
⑥ 診療録第１面に、必要な事項を適切に記載すること。【部位、傷病名、開始
年月日、終了年月日、転帰、主訴、口腔内所見について記載がない、不十分
である、誤っている。傷病名にＰ、Ｇ、Ｃ、Pul、Perの略称を使用しており
病態に係る記載がない。歯科医学的に診断根拠のないいわゆるレセプト病名
が認められる。傷病名を適切に整理していない長期にわたる「疑い」の傷病
名急性疾患等の傷病名がある】。

⑦ 診療録第２面に必要な事項を適切に記載すること。【症状、所見、診療方
針、診療月日、部位、点数、負担金徴収額について記載がない、不十分であ
る、画一的である】。
⑧ 診療録の記載方法、記載内容に次の例が認められたので、適切に記載するこ
と。【診療行為の手順と異なった記載。行を空けた記載。療法・処置欄の１
行に対し複数行の記載。判読困難な記載。欄外への記載。書き換え可能な鉛
筆、消せるペンによる記載。根拠が不明確、不適切な訂正、追記。二本線で
抹消せず、塗りつぶし、修正液、砂消しゴム、貼り紙、による訂正。訂正ま
たは追記した者、内容、日時が不明】。
⑨ レセプトコンピュータ等で作成した診療録について、再印刷を行っており真
正性が担保できない例が認められたので適切に対応すること。診療を行った
保険医が署名または記名押印を行う際は記載内容を十分に確認し、記載漏れ
や誤りがあった場合は直ちに追記、訂正し診療録を正確かつ最新の内容に保
つよう努めること。
⑩ 審査支払機関が行った増減点を認容した場合に、診療録の訂正が適切に行わ
れていない。
⑪ 歯冠修復及び欠損補綴について、保険外診療へ移行した場合は、診療録に保
険外診療への移行や当該部位に係る保険診療が完結している旨を明確に記載
すること。
⑫ 診療録の医療保険に関する記載と介護保険に関する記載が、下線又は枠で囲
う等により区別されていない不適切な例が認められたので改めること。

厚労省・保険診療確認事項リスト（歯科）より

日　時　３月20日（金・祝）
　　　　11時30分～13時
会　場　 大阪府保険医会館M&Dホール

（地下鉄なんば駅より徒歩約５
分）＆オンライン

講　師　ジャーナリスト・元朝日新聞
　　　　記者　　　　　土岐　直彦氏

来場お申し込み・お問い合わせは、
 ☎078－393－1807まで

　オンラインお申し込みは、
右の二次元コードから

近畿反核医師懇談会　緊急学習会

戦争に向かう日本
～安保法の行方と市民運動～

　総選挙で３分の２超議席を得た自民
党。憲法改定や武器輸出推進、非核三原
則見直しなど、安全保障政策の大転換が
進んでいます。近畿反核医師懇談会は、
ジャーナリストの土岐直彦さんを迎え、
緊急学習会を開催します。ぜひご参加く
ださい。

※その他の項目は厚労省ウェブサイトでご確認ください
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不
条
理
、
不
寛
容
、
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
、
世

界
も
こ
の
国
も
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア

に
向
か
っ
て
い
る
。

　

歴
代
の
自
民
党
党
首
た
ち

は
、「
自
分
の
た
め
に
」
勝
て

そ
う
な
ら
ば
「
解
散
」
を
く
り

返
し
て
き
た
。

　

「
働
い
て
、
働
い
て
、
働
い

て
、
―
―
」
と
言
っ
て
い
た
首

相
。
調
査
で
は
70
％
以
上
の
支

持
率
。
で
は
、
解
散
し
ま
し
ょ

う
。

　

２
月
８
日
の
結
果
は
、
メ
デ

ィ
ア
の
報
道
の
と
お
り
。
何
よ

り
「
国
民
の
た
め
に
」
の
言
葉

は
重
い
。
勝
て
そ
う
な
ら
解
散

す
る
。
そ
の
習
い
性
、
憲
法
精

神
に
背
い
て
い
る
。

　

２
月
18
日
、
国
会
が
召
集
さ

れ
た
。
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
ど
う

な
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
向
か
う

新
し
い
時
代
を
考
え
ま
し
ょ

う
。

（
つ
づ
く
）

　

今
回
の
衆
議
院
選
挙
で
、
２
年

限
定
の
飲
食
料
品
消
費
税
ゼ
ロ
を

前
面
に
掲
げ
た
高
市
首
相
は
「
圧

勝
」
し
た
が
、
味
を
占
め
た
の

か
、
突
如
と
し
て
選
挙
公
約
に
は

な
か
っ
た
憲
法
「
改
正
」
を
口
に

し
始
め
た
。

　

「
圧
勝
」
の
内
容
は
、
小
選
挙

区
の
合
計
得
票
率
と
し
て
は
、
実

の
と
こ
ろ
、
全
国
で
49
％
（
神
戸

新
聞
）
で
あ
る
。
過
半
数
に
届
か

な
い
ぎ
り
ぎ
り
の
数
値
で
あ
る

が
、
小
選
挙
区
制
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、「
圧
勝
」
に
様
変
わ
り
す
る

の
で
あ
る
。

　

す
ぐ
に
で
も
消
費
税
ゼ
ロ
に
す

る
の
な
ら
、
公
約
に
掲
げ
て
い
た

の
で
、
あ
ら
た
め
て
国
民
会
議
を

通
さ
な
く
て
も
良
い
の
だ
が
、
わ

ざ
わ
ざ
そ
こ
で
論
議
す
る
の
は
、

憲
法
に
手
を
付
け
た
い
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　

憲
法
「
改
正
」
と
い
う
よ
う
な

重
大
な
課
題
を
、
公
約
に
挙
げ
ず

に
、
多
数
を
占
め
た
勢
い
か
ら
突

き
進
む
の
は
、
私
の
好
き
な
時
代

劇
で
は
「
だ
ま
し
討
ち
」
と
い

う
。
家
督
制
度
を
は
じ
め
、
古
い

時
代
の
制
度
が
お
好
き
な
よ
う
な

の
で
、
そ
の
時
代
、
ず
る
い
こ
と

の
象
徴
の
よ
う
な
「
だ
ま
し
討

ち
」
は
止
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
２
０
２
６
・
２
・
10
）

　

追
記
：
ワ
シ
ン
ト
ン
で
固
く
手

を
握
り
合
っ
た
盟
友
の
、
和
平
会

議
中
の
イ
ラ
ン
へ
の
「
だ
ま
し
討

ち
」
で
、
大
戦
争
の
危
険
が
出
て

き
た
。
国
際
世
論
の
連
携
で
何
と

し
て
も
食
い
止
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

丹波市　　眞田　幸昭

三田市・歯科　　小寺　　修

西宮市　　法西　　浩

だまし討ち

イランのホルムズ海峡封鎖は
存立危機事態になりうるのか？

コラム　この国はいずこへ（１）

ユートピアか、
ディストピアか

員員

稿稿

会

投

員員

稿稿

会

投

員員

稿稿

会

投

　
（
待
隴
望
蜀
）﹇
晋
書
宣せ

ん

帝て
い

紀き

﹈

隴ろ
う

を
得
て
蜀
を
望
む
（
望
蜀
）

１
つ
の
も
の
を
得
て
、
さ
ら
に
も

っ
と
欲
し
い
と
欲
張
る
こ
と
（
足

る
を
知
ら
な
い
こ
と
）

―
―
（
望
緑り

ょ
く）
即
（
暴
力
）
―
―

　

緑
と
は
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド

　

現
在
地
球
に
は
３
人
の
大
国
の

指
導
者
が
い
る
。
こ
の
３
人
は
地

球
儀
を
メ
ロ
ン
に
見
立
て
て
、
ナ

イ
フ
で
美
味
し
そ
う
な
所
、
す
な

わ
ち
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
台
湾
、
グ
リ

ー
ン
ラ
ン
ド
を
切
り
取
ろ
う
と
し

て
い
る
。

　

か
つ
て
第
一
次
大
戦
後
、
米
国

の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
提
唱
し

て
い
た
「
民
族
自
決
」。

　

同
じ
米
国
の
今
の
大
統
領
は
全

く
違
う
対
応
を
し
て
い
る
。
不
法

移
民
の
取
り
締
ま
り
や
麻
薬
の
流

入
阻
止
と
い
う
が
そ
れ
は
単
な
る

口
実
。
地
下
資
源
（
オ
イ
ル
や
レ

ア
メ
タ
ル
）
が
欲
し
い
だ
け
で
あ

る
。
か
つ
て
資
源
小
国
の
ド
イ
ツ

や
日
本
も
石
油
を
得
る
た
め
に
戦

争
を
起
こ
し
た
。
結
果
的
に
敗
戦

国
は
悪
、
戦
勝
国
は
善
と
決
め
つ

け
ら
れ
た
。

　

米
国
は
第
二
次
大
戦
前
（
１
９

３
０
年
）、
ス
ム
ー
ト
・
ホ
ー
リ

ー
法
で
高
関
税
を
か
け
、
経
済
を

ブ
ロ
ッ
ク
化
し
、
世
界
大
戦
の
原

因
に
な
っ
た
。
口
先
で
は
民
族
自

決
と
か
人
種
平
等
と
か
言
う
が
、

今
の
米
国
共
和
党
内
に
黒
人
の
閣

　

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
韓
国
は
米
国

の
要
請
を
受
け
軍
隊
を
送
り
、
五

千
人
も
の
若
者
を
死
な
せ
た
が
、

日
本
は
１
人
の
若
者
も
戦
死
さ
せ

ま
せ
ん
で
し
た
。
何
故
か
？　

憲

法
第
９
条
を
盾
に
若
者
を
戦
場
に

送
る
こ
と
を
拒
否
し
た
か
ら
で

す
。

　

と
こ
ろ
が
、
高
市
総
理
は
、
台

湾
有
事
は
日
本
の
存
立
危
機
事
態

だ
と
明
言
し
て
撤
回
し
ま
せ
ん
。

そ
う
で
す
。
15
年
に
安
倍
政
権
が

作
っ
た
安
保
関
連
法
で
米
国
軍
が

攻
撃
さ
れ
れ
ば
、
集
団
的
自
衛
権

に
よ
り
自
衛
隊
を
送
る
事
態
で
あ

る
と
い
う
の
で
す
。
自
分
は
安
全

な
場
所
に
い
て
若
者
に
血
を
流
さ

せ
る
指
導
者
を
「
チ
キ
ン
ホ
ー

ク
」
と
言
い
ま
す
。

　

そ
の
上
、
改
憲
し
て
し
ま
っ
て

は
、
台
湾
有
事
の
際
に
「
若
者
を

戦
場
に
送
ら
な
い
」
と
キ
ッ
パ
リ

と
断
れ
る
ん
で
し
ょ
う
か
？

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
も
加
盟
し
て

い
る
国
際
連
合
の
正
式
名
称
は

The United Nations

で
す
。
第

二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
連
合
国

の
正
式
名
称
はThe United 
Nations

で
す
。
そ
う
で
す
、
全

く
同
じ
な
の
で
す
。
日
本
は
そ
の

連
合
国
の
集
ま
り
に
入
れ
て
も
ら

っ
て
い
る
の
で
す
。

　

で
す
の
で
、
そ
のThe United 

Nations

に
お
い
て
日
本
の
立
場

は
、「
敵
国
」
で
あ
り
、
戦
後
80

年
全
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

日
本
が
敵
国
で
あ
る
た
め
、

「
日
本
が
周
辺
国
に
対
し
て
戦
争

で
き
る
」
と
周
辺
国
が
判
断
す
れ

ば
、
日
本
の
「
防
衛
の
た
め
の
抑

止
力
」
と
の
意
図
に
は
関
係
な

く
、
か
つ
国
連
の
安
保
理
の
許
し

を
得
る
こ
と
な
く
、
周
辺
国
は
日

本
に
宣
戦
布
告
で
き
る
ど
こ
ろ

か
、
す
ぐ
に
攻
撃
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
国
連
憲
章
に
書
か
れ
て
い

ま
す
。
重
ね
て
言
い
ま
す
が
、
日

本
の
意
図
は
何
の
意
味
も
持
ち
ま

せ
ん
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
国

連
に
対
し
、
こ
こ
何
年
も
「
敵

国
」
の
白
紙
撤
回
を
働
き
か
け
て

い
ま
せ
ん
。

　

今
、
自
民
党
政
権
は
中
距
離
地

対
空
誘
導
弾
部
隊
の
与
那
国
駐
屯

地
へ
の
配
備
計
画
と
、
敵
基
地
攻

撃
能
力
の
た
め
、
射
程
距
離
千
㎞

以
上
の
ス
タ
ン
ド
・
オ
フ
・
ミ
サ

イ
ル
の
開
発
と
熊
本
県
へ
の
配
備

を
進
め
て
い
ま
す
。
射
程
距
離
が

中
国
に
届
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

ミ
サ
イ
ル
を
配
備
し
よ
う
と
し
た

だ
け
で
、
中
国
は
「
敵
国
」
日
本

を
攻
撃
で
き
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
１
／
３
の
ベ
ネ
ゼ

エ
ラ
に
続
き
、
２
／
28
米
国
と
イ

ス
ラ
エ
ル
が
イ
ラ
ン
を
空
爆
し
、

ハ
メ
ネ
イ
氏
を
殺
害
。

　

イ
ラ
ン
の
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
封
鎖

を
受
け
高
市
総
理
は
存
立
危
機
事

態
と
宣
言
し
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領

の
要
請
を
受
け
自
衛
隊
を
派
遣
す

る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
本
の
立
場

の
改
善
の
た
め
と
う
た
っ
て
、
憲

法
第
九
条
に
反
し
て
友
好
国
軍
に

自
衛
隊
を
参
加
さ
せ
、
力
に
よ
る

僚
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
少
し
も

反
省
し
て
い
な
い
。

　

人
類
は
古
い
考
え
方
で
間
違
い

を
繰
り
返
す
。
西
洋
に
お
い
て
は

１
４
９
４
年
ト
ル
デ
シ
リ
ャ
ス
条

約
に
よ
り
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ

ル
が
世
界
を
２
分
割
し
た
が
、
今

で
は
両
国
と
も
Ｇ
７
に
入
っ
て
い

な
い
。
両
国
と
も
衰
退
し
た
。

　

現
代
の
米
中
露
三
国
と
同
様
、

約
１
７
０
０
年
前
の
中
国
大
陸
で

は
魏
、
呉
、
蜀
の
三
国
が
鼎
立
し

て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
昔
、
後
漢
を
開
い
た
光

武
帝
は
反
逆
者
・
王
莽
を
退
け

「
新
」
を
亡
ぼ
し
、
再
び
漢
王
朝

を
復
興
し
て
後
漢
の
皇
帝
と
な

る
。
そ
の
時
西
域
の
隴ろ

う

と
い
う
国

を
手
に
入
れ
た
が
、
さ
ら
に
蜀
の

地
を
得
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
１
つ

の
も
の
を
得
て
さ
ら
に
欲
深
く
も

っ
と
欲
し
が
る
こ
と
を
「
隴
を
得

て
蜀
と
望
む
（
得
隴
望
蜀
）」、
す

な
わ
ち
「
望
蜀
」
と
い
う
。
人
間

の
欲
の
深
さ
は
今
も
昔
も
変
わ
ら

な
い
。

　

米
国
は
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
後
、
隣

の
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
さ
ら
に
グ
リ
ー

ン
ラ
ン
ド
を
望
ん
で
い
る
。（
望

緑
）
＝
（
暴
力
）
と
も
言
え
る
。

老
子
に
「
知
足
者
富
（
足
る
を
知

る
者
は
富
む
」
と
あ
る
。

上
を
右
ま
わ
り
に
読
ん
で
、
吾ワ

レ

唯タ
ダ

足タ
ル

知ヲ
シ

、
そ
れ
が
Ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
で
あ

る
。
強
欲
な
独
裁
者
は
必
ず
恨
み

を
買
い
民
衆
の
反
乱
が
起
こ
っ
た

り
、
暗
殺
さ
れ
た
り
す
る
。
人
類

の
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。
後
漢

の
光
武
帝
は
「
人
は
足
る
を
知
ら

ざ
る
に
苦
し
む
」
と
述
べ
恥
を
知

っ
て
お
り
、
結
局
は
隴
も
蜀
も
得

ら
れ
た
。
そ
の
後
の
三
国
志
で
有

名
な
曹
操
は
、
劉
備
の
仇
役
で
武

人
で
あ
る
が
、
文
人
で
も
あ
り
多

く
の
名
詩
文
を
残
し
て
い
る
。
彼

は
人
間
の
欲
望
に
対
す
る
抑
制
心

を
持
っ
て
い
た
。

　

翻
っ
て
今
日
、
米
中
露
の
３
人

の
親
分
（
独
裁
者
）
は
、
老
子
や

光
武
帝
、
曹
操
の
持
つ
強
欲
に
対

す
る
羞
恥
心
は
な
い
の
か
？　

い

ず
れ
３
人
は
後
世
の
歴
史
家
に
低

く
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ノ
ー
ベ

ル
平
和
賞
は
以
て
の
外
。

　

秀
吉
、
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
も
「
大

欲
は
無
欲
に
似
た
り
」
早
く
滅
亡

し
た
。

　

昔
か
ら
「
足
る
を
知
る
こ
と
」

で
な
い
と
短
期
間
で
結
局
は
亡
び

る
。
欲
深
い
者
は
結
局
無
欲
と
同

じ
結
果
に
な
る
（
欲
に
眼
が
く
ら

ん
で
亡
ぶ
）。

　

三
人
共
歴
史
に
学
ん
で
ほ
し

い
！

員員 稿稿
会 投

明
石
市　
　

永
本　
　

浩

中
国
古
典
に
学
ぶ　
そ
の
11
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保険医協会へのお問い合わせは  　　　　　
便利な直通電話（ダイヤルイン）をご利用ください

共済制度・融資

078－393－1805

医科　指導相談
研究会活動　　
078－393－1840

医科　入会
開業相談　

078－393－1817

歯科・文化

078－393－1809

政策・新聞・反核平和
環境公害・税務経営・国際
078－393－1807

代表
078－393－1801
FAX
078－393－1802

医科　診療報酬算定・減点返戻　　078－393－1803
受付時間　平日　10時～12時、14時～16時

受付時間　平日　９時30分～17時
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３月22日　 あなたも睡眠時無呼吸症候群か
も？～口腔内装置のあれこれ～

　　29日　睡眠時無呼吸症候群（仮）

ラジオ関西番組出演　ラジオ関西番組出演　毎週日曜　夜７時15分～毎週日曜　夜７時15分～

「「兵庫県保険医協会の兵庫県保険医協会の

 聴く医療」放送中!!聴く医療」放送中!!
AM558kHz／1395kHz（県北部）　FM91.1MHzAM558kHz／1395kHz（県北部）　FM91.1MHz
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 ☎ 078･393･1801
Fax 078･393･1802
http://www.hhk.jp/

保険診療の請求事務･再審査請求･指導･監査などのご相談やお問い合わせは ☎078－393－1803（医科）☎078－393－1809（歯科）保険診療の請求事務･再審査請求･指導･監査などのご相談やお問い合わせは ☎078－393－1803（医科）☎078－393－1809（歯科）

第２１２８号 （８）２０２６年(令和８年)３月１５日(毎月３回５・15・25日発行)

尼崎市・石川齒科醫院　院長 石川　　亮先生講演

歯周組織再生療法を
成功に導くために

歯周病治療の“適応の目”
　歯周病は、付着を喪失することに
ともない疾患ステージが進行すると
いう、一方通行の疾患であるため、
患者の生涯を通じさらに付着が喪失
しないように守り抜くことが、治療
の目標となる（図１）。
　ともすれば、臨床家の興味は、
「何の材料を使うのか？」や「どの
ように切るのか？」という個々の手
技に注がれがちだが、現在の歯周病
病因論に照らせば、歯周組織再生療
法（以下、再生療法とする）を含む
歯周治療の成否は歯科衛生士を中心
とした患者セルフケアの質の向上に
かかっていることは明らかである。
　本講演では、材料や手技に先行す
る“適応の目”を強調した。すなわ
ち、EFP（欧州歯周病連盟）による
Stage１～３の治療ガイドラインを
通じて、歯周治療のゴール設定、外
科／非外科治療の選択、再生療法の
適応症（深く狭い垂直性欠損や多壁
性欠損や根分岐部病変Ⅱ度では再生
の利益が大きい）について解説しな
がら、全体の治療の流れを示した。

再生療法の原則
　まずはじめに、Wikesjöの理論に
基づき創傷治癒が炎症期／増殖期／
リモデリング期の３ステージで進む
ことと、エムドゲイン（EMD）と
リグロス（FGF-２）がそれぞれの
ステージでどのように関わるかにつ
いて解説を加えた。
　また、歯周組織の再生が歯根膜幹
細胞の働きによって導かれること
は、Signaling moleculesに何を用い
るかに関わりなく共通であることか
ら、再生療法の成功には、創面の血
餅の保持が最も重要であることを強
調し、原則として①創傷一次治癒の
達成②スペースメイキング③創面の
安定の三点を提示した（図２）。す
なわち、血餅は線維芽細胞・血管新
生・上皮化の足場となる一次の〝生
体材料〟であり、これを機械的に安
定させ、新たな細菌感染を避けるた
め、創面を清潔に保つことがすべて
の出発点となる。

創傷一次治癒の達成の重要性
　とりわけ①の創傷一次治癒の達成

が不可欠で、創縁のズレや緊張は微
小動揺と汚染を招き、血餅の崩壊＝
組織学的な後退を引き起こす。した
がって切開・剥離は「材料を入れる
ために行う」のではなく、一次閉鎖
を確実に得るための設計でなくては
ならない（図３）。
　具体的には、歯間部保存を基調と
する低侵襲フラップに代表される切
開デザインの変遷を概説し、創縁の
厚み・血行・緊張ベクトルを意識し
た縫合選択、死腔の最小化の同時制
御を提示した。一方、骨欠損が舌側
／口蓋側にまで及んでいる場合に
は、切開・剥離は大きくせざるを得
ない。このようなケースでは、結合
組織移植（CTG）の併用は、創縁の
厚みと血行を補い、テンションフリ
ーな一次閉鎖と血餅の機械的安定に
寄与し得ることを症例を通じて示し
た。
　本来CTGは、根面被覆術による審
美的改善を目的としているが、CAL
の改善という大きな目的では、再生
療法と通じるところがあるため、近
年は、再生療法においても根面被覆
術の要点を取り入れるなどして、適
応症の拡大が期待されている点も症
例を通じて解説した。

材料選択の考え方
　Signaling moleculesの選択につい
ては、FGF-２とEMDそれぞれの症
例を呈示し、私見としての使い分け
を述べた。すなわち、EMDは歯根
面の生物学的コンディショニングと
安定した一次閉鎖が得られる症例
で、術式の整合性と相まって良好な
再現性が期待できる。一方、rhFGF-
２は創傷治癒反応の賦活を狙い、軟
組織条件の改善や血管新生を期待し
た設計と親和性が高いと考えてい
る。いずれも〝魔法の材料〟ではな
く、欠損形態（深さ・ 角度・ 壁
数）、軟組織の厚み、清掃環境、術
者の経験といった文脈の中で最適な
選択・組み合わせを行うことが前提
である。

再生療法を支えるチームアプローチ
　結論として、再生療法の成果はク
リニックの“チーム力”の反映であ
ると述べた。術前からプラークコン
トロールの徹底、禁煙指導、血糖管

理を含め歯周基本治療の完遂を目指
すが、これには器具選定の個別化が
決定的な役割を果たす。
　また、術後は機械的プラークコン
トロールで、創部の細菌学的静穏を
守る。これらは外科の“外”に見え
るが、実際には再生療法の内在的成
功条件であり、決して歯科医師単独
では達成できない。さらに、ここで
いうチームには歯科医師・歯科衛生
士のみならず、受付・助手までが含
まれると考えている。
　今回は時間の都合で詳述できなか
ったが、初診電話の受け止めに始ま
り、通院中の不安や不満の聞き取
り、術前説明と同意、SPTのリコー
ル運用、予約確認に至るまで、医院

図１　歯周治療の目的は歯周ポケットの深さを小さくすることではなく
CALを維持することである　　　　　　　　　　　　　　

図２　PDLの持つポテンシャルを引き出すための臨床生物学的要件

図３　Papilla Preservationは一次治癒に効果的である

が患者の付着を守る臨床は、前線か
ら後方支援までの連続体である。わ
れわれが目指すのは、単に手術が巧
みな医院ではなく、患者の一生の付
着を守れる医院である。
　そのために、患者セルフケアの質
を軸とし、一次治癒を達成するため
の外科設計と適切な材料選択、そし
て病因論や治癒に関する学習と技術
改善を積み重ねることが、もっとも
確実で再現可能なアプローチである
と考えている。このようなわれわれ
の試みを供覧いただくことで、当日
ご参加くださった先生がたの臨床の
一助になれば幸いである。
（2025年10月５日、歯科定例研究会
より）

プロービング値は、歯周病検査の必須項目だが、
治療の意思決定の絶対的基準ではないし

本来、治療の目標でもない

意思決定はCALやBOPも含め総合的に行うべき

・創傷一次治癒の達成

・スペースの確保

・創面の安定

日　時　４月29日（水・祝）14時～
会　場　県農業会館11階大ホール
講　師　かわむら歯科院長（伊丹市）　川村一喜先生
　　　　タケバ歯科クリニック（西宮市）　熊谷周子歯科衛生士
定　員　200人
参加費　1,000円（受講証当日発行）
対　象　歯科会員医療機関の歯科衛生士
※ ６月から新設（口指導から独立）された「口実地」の施設基準研究会
を企画します。１年間経過措置がありますが今からご予定ください。

お申し込み・お問い合わせは、☎078ー393ー1809まで

「口腔機能実地指導料（口実地）」
〈口腔機能の指導等に係る、歯科衛生士対象研修〉

歯科施設基準研究会　　　６月改定準拠！

「歯初診」「外安全」「外感染」
「口管強」「歯援診」「歯援病」

日　時　５月10日（日）14時～17時30分
会　場　県農業会館11階大ホール
講　師　甲南医療センター歯科口腔外科部長　古土井春吾先生
定　員　200人
参加費　1,000円（受講証当日発行）
対　象　歯科医師、歯科会員医療機関の歯科助手・歯科衛生士
※ 「歯初診」は４年以内の受講が必要です。また、６月改定で、研
修要件に“抗菌薬適正使用”が追加されました。


